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令和２年６月４日 

保護者の皆様 

京都市立宇多野小学校 

校長  和田 夕美子 

６月以降の教育課程について 
 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力を賜り，ありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業が明け，本校におきましては，６月１日（月）から段

階的に学校の教育活動を再開しておりますが，６月１５日（月）からは通常の教育活動が始まります。 

つきましては，令和２年度の教育課程につきまして，以下のとおりお知らせします。なお，継続して，

感染症対策の徹底を図ってまいりますので，保護者の皆様におかれてましても，引き続き，ご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 

１．基本的な考え方 

 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う３月５日～５月３１日までの臨時休業において，学習する予定

だった内容も含め，令和２年度内に当初指導を計画していた学習活動につきまして，最大限授業時数を確

保したうえで，児童の負担にも十分に配慮しつつ，令和２年度内に必要な指導を終えるよう教育課程を計

画します。 

 つきましては，以下のとおり，夏休み及び冬休みの短縮や学校行事の見直し，学年に応じて，１校時当

たり５分短縮する授業，学年に応じた６・７時間授業の実施など様々な工夫を行います。 
 

２．夏休み及び冬休みの短縮について 

 各教科等の授業時数を確保するため，夏休み（夏季休業期間）及び冬休み（冬季休業期間）を短縮しま

す。なお，当初夏休みの予定だった７月２２日～３１日までは「午前中授業」（給食はありません）を実

施します。 

 

＜令和２年度夏季休業期間＞ 

 変更前 
→ 

変更後 

小学校 ７月２２日（水）～８月２５日（火） ８月１日（土）～８月２３日（日） 

＜令和２年度冬季休業期間＞ 

 変更前 
→ 

変更後 

小学校 １２月２４日（木）～１月６日（水） １２月２４日（木）～１月５日（火） 

 

３．学校行事について 

 ⑴ 学校行事につきましては，その実施形態や校外への移動を伴うなど，感染リスクが高いものも 

あるため，本年度内の以下の行事は中止とします（６/４現在）。 

ア．宿泊を伴う行事 

  みさきの家での宿泊学習（４年生），花背山の家での宿泊学習（５年生） 

  ※ 預り金積立等については，後日あらためてお知らせいたします。 

 イ．校外への移動を伴う行事 

   京都モノづくりの殿堂工房（５年生），スチューデントシティ学習（５年生） 

   科学センター学習（６年生），演劇鑑賞教室（６年生），その他公共交通機関を使う校外活動 

   ※音楽鑑賞教室（５年生）については，検討中です。 
 

 ⑵ 一方で，学校行事は，児童の学校生活に潤いや秩序とリズム，変化を与えたりするものであるとと

もに，協働的な学びを培う大切な活動であることから，可能な限り感染症対策を行ったうえで，以下

の行事については，児童の心情等も踏まえ，規模を縮小したり時期を遅らせたりするなどして，実施

する方向で検討しています。 

  ・運動会，学芸会（日程や内容は検討中です。決定次第，お知らせいたします。） 

 

 ⑶ 修学旅行については，今のところ，１１月４日～５日の予定です。貸切バスや公共交通機関で長時

間移動すること，宿泊が伴うことなどから，慎重な実施が求められますが，その意義や児童の心情等

を踏まえ，引き続き実施の可否を検討しています。 
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４．教科指導（授業）や時間割について 

 臨時休業期間，児童は家庭学習等に取り組みましたが，３ヶ月の長期に及んだことから，児童一人一人

の学習の定着に差が生じていることも考えられます。つきましては，各教科の授業時数の確保と，児童の

個別の課題に応じた柔軟な指導を充実させるため，以下の取組を計画的に実施します。 

 ア．６・７時間授業 

  今年度は，１校時当たり５分短縮する４０分授業を行います。また，学年に応じて６・７時間授業を

行います。詳しくは，６月臨時学校だより（６/１配布済み）や学年・学級だよりでご確認ください。 

 イ．帯時間の活用 

   毎日の始業前１０分，昼の１０分を活用して行います。読書や算数・国語の繰り返し学習等に取り

組みます。 

 ウ．放課後の補習 

   児童一人一人の学習状況を見て，苦手な教科や分野を中心に，適宜，放課後に３０分程度の補習を

行います。 

また，ねっこタイムでも一人一人の課題に応じた指導の充実を図ります。 

※上記の学校行事や教科指導，時間割等は，今後，詳細が決まったり，変更したりするごとに 

学年・学級だより等で適宜お知らせします。 
 

５．学習評価について 

 臨時休業期間中に児童が取り組んだ家庭学習は，改めて授業の中で振り返ったり，まとめの学習等を行

ったりなどして，しっかり定着したか確認していきます。そのうえで，定着が不十分な場合は，放課後の

補習等において，個別に対応していきます。 

 今後，各教科等の学習内容について，３観点（知識・技能，思考・判断・表現，主体的に学習に取り組

む態度）に基づき，単元テスト，作文，ノート等の記述，発表，少人数での話合い，作品の制作，課題へ

の取り組み方など多様な活動を対象として，多面的・多角的な評価を行っていきます。家庭学習だけで評

価を行うことはありません。 
 

６．通知票について 

 ６月１日からのウォーミングアップ期間を経て，約１ヵ月半の短期間での学習活動となることから，京

都市立小・中・義務教育学校全体の対応として，１学期の通知票はお示しいたしません。ただし，１学期

末（７月２２日～３０日）に，お子様の学校生活の様子や学習状況等について説明する個人懇談の機会を

設けさせていただきます。日時等の詳細については改めて連絡いたします。 

なお，２学期からは通知票をお渡しする予定です。 
 

７．給食（昼食）について 

 ６月１２日（金）から，通常どおりの給食を実施します。給食の用意を持たせてください。 
 

８．出欠の取扱いについて 

 可能な限り感染症対策を行ってまいりますが，ご家庭の意向等により，児童の登校を控えられる場合も，

当面は欠席扱いとはしませんが，必ず担任までご連絡をお願いします。 
 

９．部活動について 

当面は中止します。再開時期は改めてお知らせします。 
 

１０．その他 

 ６月１日（月）から「ウォーミングアップ期間」を設け，長期間の臨時休業から，児童が学校生活に順

応するための期間としておりますが，ご心配ごとなどございましたら，担任までご相談ください。 

 なお，今後も，国及び京都府の動向や本市域の感染状況等を踏まえ，教育委員会から示される対応方針

が変更される場合があります。その際は，速やかにお知らせいたします。 

 また，ご家庭において，次のような状況が起こった場合は，速やかに学校（電話４６２－８１３６）へ

連絡してください。 

 

 

 

○ お子様が，検査などにより新型コロナウイルス感染症と診断された 

○ お子様に感染の疑い（疑似症）があり，検査を受けるよう医師等から指示された 

○ 御家族などが感染され，お子様や同居されている御家族が濃厚接触者として検査や経過観察が 

必要であると医師等から指示された 


